
 
                           
                                        
１ 処分年月日  令和８年３月２７日  
２ 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項  
  （１）商号または名称 株式会社ライフアシスト 
  （２）主たる事務所の所在地  愛知県名古屋市中区錦二丁目２０番１５号  

広小路クロスタワー１２階  
  （３）代表者氏名  代表取締役 相川 政也 
  （４）登録番号  国土交通大臣（２）９６５４号  
３ 処分の内容  
 ○指示処分  
 １ 宅地建物取引業にかかる業務の運営の適正化を図るため、少なくとも、以下の

事項について必要な措置を講ずること。  
（１）今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等並びに本件違反行為の再

発防止のために行った取引時の具体的な対策について、貴社の役員及び宅地建

物取引業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。  
 

（２）宅地建物取引業法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修

・教育の計画を作成し、役員及び宅地建物取引業の従事者全てに対し継続的に

これを実施すること。  
 

（３）宅地建物取引業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社

内の業務管理体制の整備等必要な措置を講ずること。  
 

２ 前項各号について講じた措置（前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合

には、これを含む。）を１ヶ月以内に文書をもって報告するとともに、半年後に

当該措置の実施状況を報告すること。  
 
４ 処分理由  
   被処分者は、  

① 主たる事務所において、令和４年２月１日に専任の宅地建物取引士として設置

した宅地建物取引士について、令和４年３月１日時点で雇用形態の変更により専

任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第９条第１項に規

定する変更届を提出していなかった。  
 
② 専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年１２月１６日以降、主た

る事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、宅地建物取引業法第３１

条の３第１項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従た

る事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日（令和４年９月１６

日、令和６年７月１８日）以降、同様の状態であった（主たる事務所の令和４年

２月１日から令和４年２月２８日の期間を除く）。また、これらの４事務所にお

いて、宅地建物取引業法第３１条の３第３項に定める必要な措置を取らなかった。 
 
以上の行為は、宅地建物取引業法第９条第１項、宅地建物取引業法第３１条の３第

１項及び第３項の規定に違反する。  
 

 


